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関連法規（抜粋） 

●川崎市社会教育委員会議規則（昭和52年1月27日 川崎市教育委員会規則第1号） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川崎市社会教育委員条例（昭和24年川崎市条例第34号。以下「条例」という。）第

３条の規定に基づき、川崎市社会教育委員（以下「委員」という。）の会議（以下「会議」という。）の組

織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（選出区分） 

第１条の２ 条例第２条第２項の委員の選出区分は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(１) 市内に設置された学校の長 

(２) 市内の社会教育関係団体等から推薦された者 

(３) 市内在住の社会教育に関する経験を有する市民 

(４) 学識経験者 

(５) 市内の家庭教育の向上に資する活動を行う者 


